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最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判

所職員の勤務時間等の運用について（通達）

最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（裁判官及び

裁判官の秘書官以外の裁判所職員（一般職の職員の勤務時間，休暇等に関する法律

（平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」 という。 ）第23条（国家公務員の

育児休業等に関する法律（平成3年法律第109号。以下「育児休業法」 という。

）第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 ）に規定する常勤を要し

ない職員を除く。以下「一般職員」 という。 ）の勤務時間，休日，休暇，育児休業，

育児短時間勤務，育児時間， 自己啓発等休業及び配偶者同行休業（以下｢勤務時間

等」 という。 ）の運用については，平成28年3月25日付け最高裁人能第356

号事務総長通達「最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職

員の勤務時間等について」 （以下「基本通達」 という。 ）に定めるところによるほ

か，勤務時間等の運用に関する事務を担当する職員が別紙の定めに従って事務を処

理するようにしてください。

付記

1 この通達は，平成28年4月1日から実施する。



2 この通達の実施の日 （以下「実施日」 という。 ）前に提出された次の表の左欄

に掲げる請求書等は，実施日以後において，育児休業若しくは育児休業の期間の

延長の承認，育児短時間勤務若しくは育児短時間勤務の期間の延長の承認，育児

時間の承認， 自己啓発等休業若しくは自己啓発等休業の期間の延長の承認，又は

配偶者同行休業若しくは配偶者同行休業の期間の延長の承認をしようとする場合

には，それぞれ同表の右欄に掲げる請求書等とみなす。
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実施日までに提出された請求書等 この通達により定められた様式

平成22年5月31日付け最高裁人能A第

001502号人事局長通達「裁判官及び裁判官

の秘書官以外の裁判所職員の育児休業等の

運用について」 （以下「旧育休通達」 とい

う 0 ）記2の(1)に定める様式による育児体

業等計画書

別紙様式第24

|日育休通達記2の(2)に定める様式による養

育状況変更届

別紙様式第23

|日育休通達記2の(3)に定める様式による育

児休業承認請求書

別紙様式第20

|日育休通達記2の(4)に定める様式による青

児短時間勤務承認請求書

別紙様式第25

|日育休通達記2の(5)に定める様式による育

児時間承認請求書

別紙様式第27
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3 実施日前に提出された申出書又は請求書等であって， 2以外のものは，実施日

以後において， 申出又は請求に係る事項を承認しようとする又は取り消そうとす

る場合には,それぞれこの通達に定める様式による申出書又は請求書等とみなす。

4別紙の8の(1)の定めにかかわらず，年次休暇，病気休暇及び特別休暇の休暇簿

の様式については，平成28年12月31日までは従前の様式を使用することが

できる。

付記（平成28年12月26日付け最高裁人能第1491号）

1 この通達は，平成29年1月1日から実施する。

2 この通達の実施前にこの通達による改正前の平成28年3月30日付け最高裁

人能第357号人事局長通達「最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官

以外の裁判所職員の勤務時間等の運用について」の定めに基づいて作成された書

面は，介護休暇の休暇簿を除き， この通達の定めに基づいて作成されたものとみ

なす。

3 この通達実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には，介護休暇

の休暇簿を除き， 当分の間， これを使用して差し支えない。

付記（平成30年3月29日付け最高裁人能第214号）

1 この通達は，平成30年4月1日から実施する。

2 この通達の実施前にこの通達による改正前の平成28年3月30日付け最高裁

人能第357号人事局長通達「最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官

平成26年2月21日付け最高裁人能第2

78号人事局長通達「裁判官及び裁判官の

秘書官以外の裁判所職員の配偶者同行休業

の運用について」記2に定める様式による

配偶者同行休業請求書

別紙様式第22



以外の裁判所職員の勤務時間等の運用について」の定めに基づいて作成された書

面は， この通達の定めに基づいて作成されたものとみなす。

3 この通達実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には， 当分の間，

これを使用して差し支えない。

付記（平成31年3月25日付け最高裁人能第274号）

1 この通達は，平成31年4月1日から実施する。

2 この通達実施の際，従前の様式による用紙が残存している場合には， 当分の間，

これを使用して差し支えない。

Ｉ



(別紙）

1 平成28年3月25日付け最高裁人能第285号事務総長通達「裁判官及び裁

判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について」 （以下「勤務時間等総長

通達」 という。 ）記第3の3の定めによる勤務時間等の割振りについて

(1) 勤務時間等総長通達記第3の3の定めにより勤務時間等の割振りを行う場合

には，一般職員から，事前に，適宜の方法により希望する割振り区分を申し出

させる。

（2） 一般職員が申し出た割振り区分を指定することによる公務運営支障の有無は，

当該一般職員が勤務する局課等（最高裁判所裁判部，最高裁判所事務総局の局

課，司法研修所，裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館をいう。以下同

じ。 ）の管理職員に確認させる。

（3） 割振り区分の指定について，局課等の長（基本通達別表第2の右欄に掲げる

者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。 ）の決裁を受ける。

（4） 指定された割振り区分は，適宜の方法により一般職員に通知するものとする。

ただし，一般職員が申し出た割振り区分と異なる割振り区分を指定するときは，

当該一般職員及び(2)の管理職員に対し，別紙様式第1の通知書により，指定さ

れた割振り区分を通知する。

2休憩時間の短縮について

（1）休憩時間の短縮を希望する一般職員には，可能な限り速やかに，別紙様式第

2の休憩時間短縮申出書を提出させる。

（2） 当該一般職員の休憩時間を短縮することによる公務運営支障の有無は，当該

一般職員が勤務する局課等の管理職員に確認させる。

（3）休憩時間の短縮の承認又は不承認及び短縮後の割振り区分の指定について，

局課等の長の決裁を受ける。

（4）休憩時間の短縮が承認されたこと及び短縮後の割振り区分の指定について，

決裁済みであることを明示した休憩時間短縮申出書の写しを交付すること又は



これに準じる方法により， 当該一般職員及び(2)の管理職員に通知する。休憩時

間の短縮が不承認となった場合も同様とする。

（5） 承認された休憩時間の短縮の請求を撤回する一般職員には，休憩時間短縮申

出書の該当欄に撤回する旨を記載させて提出させる。請求が撤回されたことに

ついて， 当該請求書の写しを交付すること又はこれに準じる方法により(2)の管

理職員に通知する。

3 勤務時間等総長通達記第3の5の定めによる休憩時間の変更について

（1） 午後零時15分から午後1時までの時間帯の全部又は一部において窓口対応

等の業務を行う必要がある者の指定は，局課等の長が行う。

（2） 当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に，別紙様式第3の割当表を作成

させ， 当該割当てをする日の属する月の前月20日までに提出させる。

（3） 当該一般職員の休憩時間について，割当表により，局課等の長の決裁を受け

る。

（4） 当該一般職員及び(2)の管理職員に対し，決裁済みであることを明示した割当

表の写しを交付すること又はこれに準じる方法により，休憩時間を通知する。

4勤務時間法第6条第3項又は第4項の規定に基づく勤務時間の割振り等（以下

｢フレックスタイム制」 という。 ）について

(1) 申告．割振り簿の様式は，育児又は介護を行う者以外の者については別紙様

式第4，育児又は介護を行う者については別紙様式第5のとおりとする。

(2) フレックスタイム制を希望する一般職員には， 当該一般職員が勤務する局課

等の管理職員に対し，次の期限までに， 申告．割振り簿を提出させる。

ア育児又は介護を行う者以外の者

単位期間の開始日の前日から起算して2週間前まで

イ育児又は介護を行う者

単位期間の開始日の前日から起算して1週間前まで

(3) フレックスタイム制による勤務時間の割振りをした場合の公務運営支障の有



0

無は， (2)の管理職員に確認させる。

(4) 勤務時間の割振りについて， 申告。割振り簿により局課等の長の決裁を受け

る。

(5) 当該一般職員及び(2)の管理職員に，決裁済みであることを明示した申告。割

振り簿の写しを交付すること又はこれに準じる方法により割り振られた勤務時

間を通知する。

(6)ア (4)により勤務時間を割り振った後に，勤務時間の変更割振りを希望する一

般職員には， (2)の管理職員に対し，次の期限までに， 申告．割振り簿を提出

させる。

、育児又は介護を行う者以外の者

変更を希望する日のi週間前まで

（ｲ） 育児又は介護を行う者

変更を希望する日の3日前まで

イ勤務時間の変更割振りをする場合の公務運営支障の有無は， (2)の管理職員

に確認させる。

ウ 当該職員の勤務時間の変更割振りについて， 申告．割振り簿により局課等

の長の決裁を受ける。

エ当該一般職員及び(2)の管理職員に決裁済みであることを明示した申告．割

振り簿の写しを交付すること又はこれに準じる方法により変更後の勤務時間

を通知する。

(7)ア (4)による勤務時間の割振り後に生じた事由により， 当該勤務時間の割振り

によると公務運営支障が生じると認める場合には，勤務時間の変更割振りを

すべき日の1週間前までに， (2)の管理職員に申告．割振り簿を提出させる。

イ勤務時間の変更割振りをしなければ著しい公務運営支障が生じることにつ

いて， (2)の管理職員に確認させる。

ウ当該一般職員の勤務時間の変更割振りについて， 申告。割振り簿により局



課等の長の決裁を受ける。

エ当該一般職員及び(2)の管理職員に決裁済みであることを明示した申告．割

振り簿の写しを交付して，変更後の勤務時間を通知する。

(8)ア育児又は介護を行う者には， 申告．割振り簿と併せて， (2)の期限までに，

別紙様式第6の養育又は介護の状況申出書を提出させる。ただし，一会計年

度内に状況申出書を提出したことがある者について， 当該申告．割振り簿に

おける単位期間の末日が当該会計年度内であるときは，状況申出書の提出を

不要としても差し支えない。

イ育児又は介護の状況に変更が生じた者には，可能な限り速やかに別紙様式

第7の養育又は介護の状況変更届を提出させる。

5 週休日の振替等について

(1) 週休日に勤務することを命じられ，又は4時間の勤務時間を割り振ることと

された一般職員の振替希望日等について，適宜の方法により速やかに確認する。

（2） 週休日に勤務を命じること又は4時間の勤務時間を割り振ること，及び振替

日等について，局課等の長の決裁を受ける。

(3)振替日等について，別紙様式第8の勤務時間法第8条の規定に基づく週休日

の振替等通知書により， 当該一般職員及び当該一般職員が勤務する局課等の管

理職員に通知する。

6超過勤務の上限時間等を算定するための通知について

（1） 平成6年7月27日付け職職－328人事院事務総長通知「職員の勤務時間，

休日及び休暇の運用について」 （以下「規則15－14運用通知」 という。 ）

記第10の第9項に定める通知は，別紙様式第8の2の上限時間等の算定に係

る通知書により行う。

（2） 一般職員が下級裁判所又は検察審査会に異動したときは， 当該職員に係る異

動前の勤務時間管理員は, (1)に定める通知書を送付するに当たり， 当該職員に

係る異動後の人事担当部署を経由して当該職員に係る異動後の勤務時間管理員



に送付する。

7 超勤代休時間の指定について

（1） 前月に60時間を超える超過勤務を行った一般職員の超勤代休時間指定の希

望の有無を，別紙様式第9の超勤代休時間数等確認票により当月の最初の勤務

日に確認する。超勤代休時間の指定を希望する日時は， 当月の10日までに確

認する。

（2） (1)の希望を考慮の上，別紙様式第10の超勤代休時間指定簿を作成し， 当該

一般職員に確認させる。

（3）超勤代休時間の指定について，局課等の長の決裁を受ける。

（4） 当該一般職員及び当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に対し，決裁済

みであることを明示した超勤代休時間指定簿の写しを交付すること又はこれに

準じる方法により，超勤代休時間が指定された日時を通知する。

8休日の代休日の指定について

(1) 休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務するこ

とを命じられた一般職員の代休日指定希望日を速やかに確認する。

(2) (1)の希望を考慮の上，別紙様式第11の代休日指定簿を作成し， 当該一般職

員に確認させる。

（3） 休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について勤務することを

命じること及び代休日について，局課等の長の決裁を受ける。

（4） 当該一般職員及び当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に対し，決裁済

みであることを明示した代休日指定簿の写しを交付すること又はこれに準じる

方法により，勤務することを命じられた休日及び休日の代休日に指定された日

を通知する。

9年次休暇等

（1） 年次休暇，病気休暇及び特別休暇の休暇簿の様式は，それぞれ別紙様式第1

2，別紙様式第13及び別紙様式第14のとおりとする。介護休暇の休暇簿の



様式は，規則15－14運用通知別紙第6 （別紙様式第15の1のとおり）で

あり，介護時間の休暇簿の様式は， 同別紙第7 （別紙様式第15の2のとおり）

である。

(2) 休暇簿は，局課等の勤務時間管理員が管理する。

(3)休暇を承認することによる公務運営支障の有無並びに病気休暇，特別休暇，

介護休暇又は介護時間の事由があることは， 当該一般職員が勤務する局課等の

管理職員に確認させる。

(4) 承認された年次休暇，病気休暇又は特別休暇の請求を撤回する一般職員には，

各休暇簿の各欄に次のとおり赤字で記載させて提出させる。

ア期間既に承認された休暇のうち，請求を撤回する期間

イ残日数及び時間当該請求が撤回された場合の残日数及び時間

ウ請求月日撤回する月日

エ備考既に承認された休暇の請求を撤回する旨

(5)ア承認された介護休暇又は介護時間について請求を撤回する一般職員には，

介護休暇又は介護時間の休暇簿の所定欄に必要事項を記載させて提出させる。

イ介護休暇又は介護時間の承認の取消について，局課等の長の決裁を受ける。

(6) 人事院規則15－14 （職員の勤務時間，休日及び休暇）第23条第3項の

規定による指定期間の指定又は同第26条の規定による介護時間の承認を受け

た一般職員が異動したときは，異動前の局課等の長は， 当該一般職員の介護休

暇又は介護時間の休暇簿（通算して6月の指定期間が満了した，又は3回の指

定された指定期間がいずれも満了した介護休暇の休暇簿，取得した日から連続

する3年の期間が満了した介護時間の休暇簿及び当該各休暇に係る要件に該当

しないこととなった休暇簿を除く｡｡ ）を次に掲げる区分に応じてそれぞれ掲げ

る者に送付する。

ア局課等の長を異にして異動したとき異動後の局課等の長

イ下級裁判所又は検察審査会に異動したとき異動後の勤務時間等総長通達



記第2に定める割振り権者

10総合的な健康診査を受診するため勤務をしないことについて

（1） 人事院規則10－4 （職員の保健及び安全保持）第21条の2の規定に基づ

く総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを希望する一般職員には，

可能な限り速やかに，別紙様式第16の人間ドック受診のための職務専念義務

免除請求書（撤回申出書）を提出させる。

（2） 勤務をしないことの承認又は不承認について，局課等の長の決裁を受ける。

（3） 勤務をしないことの承認又は不承認について，決裁済みであることを明示し

た人間ドック受診のための職務専念義務免除請求書の写しを交付すること又は

これに準じる方法により， 当該一般職員及び当該一般職員が勤務する局課等の

管理職員に通知する。

（4） 勤務しないことの請求を撤回する一般職員には，撤回申出書を提出させる。

請求が撤回されたことについて，撤回申出書の写しを交付すること又はこれに

準じる方法により(3)の管理職員に通知する。

11 妊娠中の女子職員の通勤緩和，妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指

導並びに妊娠中の女子職員の休息又は補食（以下「通勤緩和等」 という。 ）につ

いて

(1) 通勤緩和を希望する一般職員には，別紙様式第17の通勤緩和承認簿を，健

康診査及び保健指導を受けるため勤務しないことを希望する一般職員には，別

紙様式第18の妊産婦健康診査等承認簿を，休息又は補食のため勤務しないこ

とを希望する一般職員には，別紙様式第19の休息等時間管理簿を，それぞれ

可能な限り速やかに提出させる。

(2) 通勤緩和等について，局課等の長の決裁を受ける。

(3) 決裁を受けた通勤緩和承認簿等は，局課等の勤務時間管理員が管理する。

(4) 通勤緩和等が承認されたことについて，決裁済みであることを明示した通勤

緩和承認簿等の写しを交付すること又はこれに準じる方法により， 当該一般職



員及び当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に通知する。

（5） 承認された通勤緩和等の請求を撤回する一般職員には，通勤緩和については

通勤緩和承認簿，健康診査及び保健指導については妊産婦健康診査等承認簿，

休息又は補食については休息等時間管理簿に，それぞれ撤回する旨を記載させ

て提出させる。請求が撤回されたことについて，通勤緩和承認簿等の写しを交

付すること又はこれに準じる方法により(4)の管理職員に通知する。

12育児休業， 自己啓発等休業及び配偶者同行休業について

(1) 育児休業を希望する一般職員又は期間の延長を希望する一般職員には，別紙

様式第20の育児休業承認請求書を， 自己啓発等休業を希望する一般職員又は

期間の延長を希望する一般職員には，別紙様式第21の自己啓発等休業承認請

求書を，配偶者同行休業を希望する一般職員又は期間の延長を希望ずる一般職

員には，別紙様式第22の配偶者同行休業請求書を，それぞれ休業を始めよう

とする日の1か月前までに提出させる。

（2） 育児休業を承認された一般職員であって，養育の状況に変更が生じた者には，

別紙様式第23の養育状況変更届を提出させる。

（3） 育児休業等計画書の様式は，別紙様式第24のとおりとする。

（4） 一般職員から提出された育児休業承認請求書等は，人事局能率課に送付する。

13 育児短時間勤務

(1) 育児短時間勤務の承認請求

ア育児短時間勤務を希望する一般職員又は期間の延長を希望する一般職員に

は，育児短時間勤務を始めようとする日の1か月前までに別紙様式第25の

育児短時間勤務承認請求書を提出させる。

イー般職員から提出された育児短時間勤務承認請求書は，人事局能率課に送

付する。

ウ新たに育児短時間勤務を希望する一般職員又は育児短時間勤務の延長を希

望する一般職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難でないこと



は， 当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に確認させる。

エ人事局能率課から，育児短時間勤務が承認された旨又は期間の延長が承認

された旨の連絡があった場合は，速やかに， 当該一般職員の勤務時間等の割

振りについて，局課等の長の決裁を受ける。

オ当該一般職員及びウの管理職員に対し，別紙様式第26の通知書により勤

務時間等を通知する。

（2） 育児短時間勤務の承認の取消等

ア養育の状況に変更が生じた一般職員には，別紙様式第23の養育状況変更

届を提出させ，人事局能率課に送付する。

イ育児短時間勤務を取り消した場合，又は承認が失効した場合の勤務時間

等の割振り等は， ’と同様の方法により行う。

14育児時間

(1)育児時間の承認請求

ア新たに育児時間の取得を希望する一般職員又は承認された育児時間の変更

を希望する一般職員には，可能な限り速やかに別紙様式第27の育児時間承

認請求書を提出させる。

イ 当該一般職員が育児時間を取得することによる公務運営支障の有無は， 当

該一般職員が勤務する局課等の管理職員に確認させる。

ウ育児時間の承認又は不承認について，育児時間承認請求書により局課等の

長の決裁を受ける。

エ決裁を受けた育児時間承認請求書は，局課等の勤務時間管理員が管理する。

オ育児時間が承認されたことについて，決裁済みであることを明示した育児

時間承認請求書の写しを交付すること又はこれに準じる方法により， 当該一

般職員及びイの管理職員に通知する。育児時間が不承認となった場合も同様

とする。

（2） 育児時間の承認の取消等



ア承認された育児時間の取消を申し出る一般職員には，育児時間承認請求書

の裏面により，取消の請求をさせる。

イ養育の状況に変更が生じた一般職員には，別紙様式第23の養育状況変更

届を提出させる。

ウ育児時間の承認の取消又は失効について，局課等の長の決裁を受ける。

エ育児時間の承認の取消又は失効について, (1)のオと同様の方法により当該

一般職員等に通知する。

15 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び超過勤務

の制限について

（1） 早出遅出勤務，深夜勤務の制限及び超過勤務の制限を希望する一般職員には，

可能な限り速やかに，平成10年11月13日付け職福－443人事院事務総

長通知「人事院規則10－11 （育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並び

に深夜勤務及び超過勤務の制限）の運用について」 （以下「規則10－11運

用通知」 という。 ）別紙第1の早出遅出勤務請求書，深夜勤務制限請求書及び

超過勤務制限請求書（別紙様式第28のとおり）を提出させる。

（2） 当該一般職員が早出遅出勤務をすること又は深夜勤務をしないことによる公

務運営支障の有無，及び超過勤務を制限する場合の業務処理のための措置を講

ずることが困難であるかどうかは， 当該一般職員が勤務する局課等の管理職員

に確認させる。

（3） 早出遅出勤務による割振り区分の指定，深夜勤務及び超過勤務の制限の可否

について，局課等の長の決裁を受ける。

(4)ア早出遅出勤務による割振り区分を指定した後に，公務運営支障が生じた場

合には， 当該一般職員の割振り区分の変更について，局課等の長の決裁を受

ける。

イ割振り区分の変更について，別紙様式第29の通知書により当該一般職員

及び当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に通知する。



(5) 指定された割振り区分並びに深夜勤務又は超過勤務の制限の可否について，

決裁済みであることを明示した早出遅出勤務請求書等の写しを交付すること又

はこれに準じる方法により, 当該一般職員及び(2)の管理職員に通知する。

(6)ア承認された早出遅出勤務，深夜勤務の制限及び超過勤務の制限の請求を撤

回する一般職員には，別紙様式第30の撤回届を提出させる。請求が撤回さ

れたことについて，撤回届の写しを交付すること又はこれに準じる方法によ

り(2)の管理職員に通知する。

イ早出遅出勤務の請求を撤回した一般職員には，撤回届に希望する割振り区

分を記載させ， 1の(2)及び(3)と同様の方法により割振り区分の指定等を行う。

ウ育児又は介護の状況に変更が生じた一般職員には，規則10－11運用通

知別紙第2の育児又は介護の状況変更届（別紙様式第31のとおり）を提出

させる。

エ局課等の長が早出遅出勤務，深夜勤務の制限及び超過勤務の制限の承認を

取り消した場合，又は承認が失効した場合の当該一般職員等への通知は， （5）

と同様とする。

16 勤務時間等総長通達記第3の4の(1)のイの定めによる早出遅出勤務及び基本

通達記3の定めによる遅出勤務について

(1)ア勤務時間等総長通達記第3の4の(1)のイの定めにより勤務時間等の割振り

を行う場合には， 当該一般職員が勤務する局課等の管理職員に，別紙様式第

32の勤務時間等変更申出書を作成させ， 当該一般職員に確認させる。

イ基本通達記3の定めにより勤務時間等の割振りを行う場合には， 当該一般

職員が勤務する局課等の管理職員に， 当該一般職員の希望を確認させ，勤務

時間等変更申出書を作成させる。

（2） 割振り区分の指定について，勤務時間等変更申出書により局課等の長の決裁

を受ける。

（3） 割振り区分の指定について，適宜の方法により， 当該一般職員に通知する。



17超過勤務による一般職員の疲労の蓄積を防ぐための早出遅出勤務について

(1) 他律的な業務により午後10時以降にまで及ぶ超過勤務を命じられて勤務し

た一般職員が次に掲げる場合に該当するときは，超過勤務による疲労の蓄積を

防ぐために，勤務時間等総長通達記第3の4の(1)のイの定めに準じて，超過勤

務を命じられた日の翌日に勤務時間等の割振りを行うことができる。 この場合

においては，勤務時間等総長通達記第3の10の(2)による承認を得たものとみ

なす。

ア翌日に遅出勤務の指定をすることにより当該職員の負担の軽減に資する場

今
ロ

イ翌日に業務上やむを得ず通常より早い時刻から勤務する必要がある場合で，

早出勤務の指定をすることにより通常より早い時刻に退庁させることができ

る場合

（2） 一定期間連続して通常より早い時刻から勤務させることが必要である他律的

な業務又は通常より遅い時刻から勤務させることが必要である他律的な業務に

つくことが見込まれる一般職員について，超過勤務による疲労の蓄積を防ぐた

めに，勤務時間等総長通達記第3の4の(1)のイの定めに準じて，期間を指定し

て勤務時間等の割振りを行うことができる。 この場合においては，勤務時間等

総長通達記第3の10の(2)による承認を得たものとみなす。

(3) (1)及び(2)の定めによる勤務時間等の割振りを行う場合には, 16の(1)のイ，

同(2)及び(3)と同様の方法により行う。

18国家公務員法（昭和22年法律第120号。以下「法」 という。 ）第108

条の5の規定による勤務時間中に行う適法な交渉（予備交渉を含む。以下「交

渉」 という。 ）に参加する際の届出について

(1) 交渉の出席者として，職員団体から指名を受けた一般職員（以下「交渉参加

者」 という。 ）には,可能な限り速やかに，別紙様式第33の届出書を，局課

等の長に提出させる。ただし， 当該交渉参加者が，法第108条の6第1項た



だし書に規定する専従許可を受けた者である場合，短期従事許可を受けた場合

又は年次休暇を承認された場合には，届出書を提出させる必要はない。

(2) 交渉参加者から提出された届出書は， 当該交渉参加者が勤務する局課等の管

理職員で離席時間を現認できるものに送付する。

(3) (2)の管理職員は，交渉終了後速やかに，届出書の「結果確認欄」に所定の事

項を記入し，押印の上，局課等の長に提出する。



(別紙様式第1）

年 月 日

通知書

殿

(局課等の長）

出勤班の区分について，勤班の区分について，次のとおり指定しました。

記

指定された出勤班の区分 班

（申し出た出勤班の区分 班）

1のとおり出勤班の区分を指定した理由

申し出た出勤班の区分を指定すると公務の運営に支障を生じるため。

指定された出勤班の区分により勤務を開始すべき日

年 月 日

1

2

3



(別紙様式第2）

休憩時間短縮申出書

〔太線の枠内の部分を記入してください。 〕
（ 年月 日提出）

(局課等の長） 殿 ． 駈属------____----------__．

(該当する□にし印を付する。 ）

□次に該当する事由が発生したので申し出ます。

申出の事由の発生日 年 月 日

口次に該当する事由が消滅したので申し出ます。

申出の事由の消滅日 年 月 日

(以下，事由発生の場合のみ記入）

申出の事由1に該当する場合の記入欄

申出の事由2に該当する場合の記入欄

申出の事由3に該当する場合の記入欄

氏名 印

申出の事由

□1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育

□2 小学校 ， 義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子の送迎

□3 要介護者の介護

□4妊娠中の女子職員の通勤

子の氏名

子の生年月日又は出産予定日 年 月 日

子の氏名

子の生年月日又は出産予定日 年 月 日

送迎が

必要な理由

要介護者の氏名 職員との続柄 要介護者の状態及び具体的な介護の内容

申出に係る開始希望日 年 月 日

口毎日 口毎週 曜日 □その他（ ）

休憩時間短縮後の勤務時間午前 時 分～午後 時 分

口時差通勤庁 班 口早出遅出勤務制度の利用有り

口法6条3項又は4項利用有り

短縮後の休憩時間を置く時間帯の希望

口午後零時15分～午後零時45分 口午後零時30分～午後1時00分

承認欄

口承認

口不承認

年 月 日



(別紙様式第3－1）

休憩時間割当表

部署

期間
休憩時間
： ～ ：

休憩時間
□ ～ ●
● ●

休憩時間
： ～ ：

休憩時間
● ～ ●
● ●

休憩時間
： ～ ：

年月 ～ 月 (職員氏名） (職員氏名） (職員氏名） (職員氏名） (職員氏名）

年月 ～ 月 (職員氏名） (職員氏名） (職員氏名） (職員氏名） (職員氏名）



(別紙様式第3－2）

一

年 月分休憩時間割当表

師署

日 咽

休患時間
： ～ ：

唾員氏名 交替者氏名 個奪

体感時間
。 ～ ：●

唾員氏名 交替者氏名 個琴

休憩時間
： ～ ．

職員氏名 交替者氏名 固雰

休忽時間
： ～ ：

唖貝氏名 交替老氏名 個考

1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金



日 昭

休憩時間
; ～ ：

職員氏名 交替者氏名 佃考

休憩時間
。 ～ ：

職員氏名 交替考氏名 燗雰

体感時間
． ～ ：

職倒氏名 交替肴氏名 飼考

体感時間
： ｡～ ：

職貝氏名 交衿者氏名 偲考

16 土

17 祝

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

1 日



(別紙様式第3－3）

年 月分～ 月分休憩時間割当表

部署

年 月 年 月 年 月

日 咽

休勉蹄問
： ～ ．

唾員氏名 交幹廿氏名 個考

日 咽

休恩時聞
け ～ ■

。

唾員氏名 交唇君氏名 傭漸

日 軍

体感野間
●

● ～ 寺
●

唾員氏名 交替巷氏名 個勾



(別紙様式第4）

勤務時間の申告｡割振り簿一般職員(勤務時間法6条3項）

年

※選択する口欄にチェックを入れる。
※ 「割振り後の勤務時間の変更｣欄のうち,上段は｢申告｣欄とし,下段は｢割振り｣欄とする。
※ 「割振り後の勤務時間の変更｣欄のうち， 「割振り｣欄が空欄の箇所については,職員の申告どおりに割り振られたものとする。

所属 氏名

申告。割振り期間

単位期間の勤務時間

申告の内容 割振りの内容

申告年月日
及び

・ 本人印

割振り内容
割振り年月日
及び

割振り期間

等
印
課
長
局
の 割振り内容

▽
●
。
○
も
。
●
。
◆
●
自
白
●
■
●
●
●
●
申
ゆ

割振り年月日
及び

割振り期間

等
印
課
長
局
の

割振り後の勤務時間の変更

勤務日
始業の
時刻
終業の
時刻

申告。
割振り
年月日

本人印。

局課等の
長印

備考

月 日(月）

1

月 日(金）

〔 月 日印〕

□8:45～17:15

□9:00～17:30

□9:15～17:45

□9:30～18:00

口申告どおり

□

口申告どおり

□
be●●●■●●●｡●●●●●●申●｡白●●●O●●●●申●●●●●●t●

口申告どおり

□

月 日

□ ●～● ●

月 日

● ●～● ●

月 日

● ●～■ ●

BG●、｡●●●●■●●●■e凸“●■

日

●

月

～

■
申
●
早
●
●
甲
●
●
由
●
。
●
、
，
。
《

口申告どおり

□

■●曲●●“●“●●●●合申●今由●◆｡●●の●◆●●●●●○・●●●⑫●ゆ●●●◆cc●●●申の●申●■心中①●早●寺早｡●●屯申●O申●●●●●甲守●●●｡●●●

□

口申告どおり 月 日

口申告どおり

章
。
。
●
ｏ
０
ｏ
Ｄ
：
０
８
．
．
．
小
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
：
。

●

● ●～● ●

● ●～● 0

月 日

□
D●●●ロ号｡●●●●D各●Ce■｡●q

● ●

D●●■合■●●●●●凸●■■●a■●4

● ●

、~●■■●●●■●●●、●●■●●1

● ■

●
●

●●●●b●■■●

●●■●●●■■句 D◆●●●G●●●

：
－－‐ ▲＝一

：

､●■●●■●号●

● ●

● ●

O ●

● ●

● ●

● 白

一一今一句一

月 日（月）

1

月 日(金）

〔 月 日印〕

□8:45～17:15

口9:00～17:30

□9:15～17:45

□9:30～18:00

口申告どおり

□
B申●0申●●●●●●早●●●●●●｡●e●｡。●●｡●●●｡●｡■●●●

口申告どおり

□

口申告どおり

□

月 日

● ●～● ●

P●●●｡■■件●●､●●e●●●●凸●●●●●●●●●白白●CG●●‐●●■●●●由●●●由.

月 日

● ■～● ●

月 日

◆ ●～● ●

●●●e●b◆●●●GCC●申の●●●9

口申告どおり

□
･●◆●●●●｡●●申①●●①●●●●申●●●●●申｡●●由申●①●

口申告どおり

□

●●●g
■

●

早
●
●
●
●
白
●
■

月 日

● ●～● ●

月 日
■

● ■ ●～● ●
■

C
O

口申告どおり
Ｄ
Ｄ
Ｇ
の
●
●
●
。
●
●

月 日

D ; 。 。～。 。
●

●

p●甲｡◆早早●早中●｡●●①●●●■0

● ●

、●●申早●C･●eeeUe甲●●●●』

● ●

● ●

●●●●①●●eq ,｡■●｡｡●巴早

■pB■●岳｡、岳

pー争早｡●･● ①●●｡●e｡◆'

● ●

● ●

の
一
●

【

｜
●

●

● ●

● ●

のpeC●●早申●旬甲申●■FD□p争●peq

月 日(月）

1

月 日(金）

〔 月 日印〕

□8:45～17:15

□9:00～17:30

□9:15～17:45

□9:30～18:00

口申告どおり

□

口申告どおり

□
D●●＆●■●●●◆●●■■●●●●●｡●●●●●●●bea■●b●●●缶

口申告どおり

□

月 日

● ●～● ●

●●■●●凸O●●申●①｡●①t●O●●●①申も●｡●●申｡◆O申申争●申●●由｡●O申､●$9

月 日

● ●～● ●

月 日

● ●～● ●

●

口申告どおり ； 月 日

□
･･･････.･･･････････◆･･.。｡.。｡｡･･･.･･･of.◇･

口申告どおり ；

● ●～｡ ●

中中e●OG●q●｡●●甲･句O●●｡●●号｡●●O●●●･●●●●●●申●CDｳ｡■●●

月 日

□
…………………………….…i…………:…:.…兎…:..…:……．
口申告どおり ： 月 日

□

巳
Ｇ
●
●

● ● ●～● ●●

毎

●

■

■●a①●①O●DOD､●｡●●･◆●4

● ●

● ●

be申合●由■●●血色BG■●●G申の4

● ●

bGGDG●Gba ■●｡●●●●●● ､●●由ら●●●●

｡ ●

● ｡

● ●

● ●

● ●

● ●

－－寺一一一つ＝一

月 日（月）

1

月 日(金）

〔 月 日印〕

□8:45～17:15

□9:00～17:30

□9:15～17:45

□9:30～18:00

口申告どおり

□
p●■●｡､■｡●●●■■●■■■●G●岳●■●●｡■■BG●■●G■■■

口申告どおり

□
、●●①申●◆ｰ●●●●●●~の●●●●●◆q●●･●●Q●◆●・守寺

口申告どおり

□

月 日

◆ ●～● ●

DDG■、Ba●■●■●凸●●●●●B●｡､●●DC｡●●凸｡●Q血●●血●●●由

月 日

、

申

●

●

●
｡

●

○

申
●

●

●

｡
●

●

･
●●●OG●●白｡●●ceOC●●｡●､｡●●●cc●●G

●

●

●

●

O

●

｡

●

●

｡

＄
● ●～o ● ：

8
，●●函◆･●●寺｡｡｡｡●･･･｡｡●･●｡､｡●｡●●｡｡。●●Gﾛ●･●●●eop●cGo8eC｡●･ﾛ●｡●●●●●｡ー■●●ロ

月 日

● ●～● ●

●
■
早
申
●
●
申
●
●
●
●
●
●
●
●

日

●

月

～

号
①
●
。
●
◆
。
●
●
●
●
●
●
●
●
◆

口申告どおり

□

口申告どおり ： 月 日

D : ． ．～・ ・
c

Dop●eoo｡｡“Gooo●●･ﾛ●●｡●●｡。●eﾛ●opocoooやﾛ●“ﾛ●ooo●･･●●CD●●函●函●･････CD･●Coo｡･･･｡･･･｡●●

口申告どおり

□

●
●
●
●
●
●
●
吾
。
●
＆

、
９
４
■
一

月 日

● ◆～● ●

､血●●●●●申｡●●●●●●●｡●■q

､函●…●●●●｡●e●●●“q

● ●

■各■●●●■e●■■､｡■●●｡■●q

● ●

p◆●○や寺■●●●｡●●◆｡早◆●●q

● ●

~●CD●●卿

■■●●｡●●■｡

p●●①申｡●申●

、●●、●■■｡■

p●◆｡●●Ooq ◆●･●●①ゆ●ﾛ

● ●

● ●

● 0

● ●

◆の●｡●｡白●由●O由●･to●●●G

● ●

● ●

“●●●●●●●e●●●“●G●●G●●q



(別紙様式第5）

勤務時間の申告．割振り簿ロ一般職員(勤務時間法6条3項）■育児介護職員(勤務時間法6条4項）

~

※「始業･終業の時刻の申告．割振り｣欄及び｢割振り後の変更の申告｡割振り｣欄のうち,上段は｢申告｣柵とし,下段は｢割振り｣欄とする。

※「割振り｣欄が空欄の箇所については,職員の申告どおりに割り振られたものとする。

所属 氏名

勤務日

始業･終業の時刻の申告。割振り

申告年月日： 印

割振り年月日： 印

始業の時刻 終業の時刻 勤務時間数

割振りの後の変更の申告｡割振り

始業の時刻 終業の時刻 勤務時間数
申告｡割振り年
月日

本人の
印

等
印
課
長
局
の

休憩時間
短縮

備考

月 日 （ ）

時分

●
◆

配■●●■●●“●◆函●“●●●GGDe●■酷“●●函｡“…囚

●
●

時分

●
●

G函●●■●G●●岳■■●●■■●●函｡“●｡■■●G●●●■●●“●●…

●
◆

時間分

函｡●唾●g●●●●■●●●■●各■●･函●■●●■■●･●●1

時分

●
●

●●■peeD●●●●●早●｡◆屯●●●●●◆●●●●申●◆●●9

●
●

時分

●
●

●●①●●●今血●●G●●●●●●●■■e●“●■●●●●｡●｡

●
●

時間分

B■●●●■●■●●●●●●●■凸●■●●●■●●函●･■●●●0

年月 日

● ●

e●■●●｡■●G●●e●●e●●■●●■●●●●●凸｡●●■●●■■凸q

● ●

月 日 （ ） ■■G■●●■●●●■●C●●…●■■●G■●●e■●●■●｡■●●■BG■●4 ●ー｡■●■●●■■●｡"●●■岳●■●●■Dce●●●GQe●■｡｡●”●函 、｡｡●●■●●●“◆●･●●●●●●O●●●｡●の申●●ウoOOq ●●●｡●●G●●●●｡●G●●｡■唖G●■●●■●●■●●●■ B■●●●●●●■●●G■●e●｡●●…‐●●酌●◆●●c DcC●･●◆●C◆●O●●○ﾛ●~●●OG●●･●◆◆”◆●ﾛ

● ●

●ｰ◆●“●●DC●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●自凸●町

● ●

月 日 （ ） ｡●“●“●●C◆●●●｡●申●C申｡●･や●●~守一●●｡●●｡●●●●ﾛ

●
8

今卓●~●C◆･巾●“●●｡｡●●”●●｡●●｡“申●｡●“●●■●●●“ DC●●●｡●●●●●●白色●G函●“●●■●函●●唾●●●4 ●●●唾●■●●G■●●■｡｡■”e函●●●●●“●●函 酌◆“●●“●●Ce●｡●●●●●●●●●0●●●0①◆●● h●●“●合｡●G●“●●●“●●●●●●●b●｡●●■｡●.

● ●

①●●■●●■●●■■●●●●●●■●●…●曲●“●函●●●●■

● ●

月 日 （ ）

●
●

ゆ
ゆ

●●●■●や●●●●■●●●■●●●●●G■｡●●●｡●■●●■●●●●■●●■■● ■●｡●■●●●■●●■●●●■｡●●｡｡●･甲●守甲●◆■●●●●q ｡●●●･●t●●･●●O●ら●｡●●●申●●DoG●■●“■a ●｡●■●●G■●G●■●･■●●●●●●e●●■申●●●●●●● h●“●e＊●●白●●●◆争範口の申由●O申◆■O●●函●●q

● ●

●●D●■●●■■●●●●凸●■､●●■●●函●G■●●●■●●■●■■

● ■

月 日 （ ） ． 陣●｡－“の●●●●函●●●●●●●●G●●●OCC■●●“●●●●~4 ●…◆●●･●“●C■●●凸“●函●…●…●函●●■●●●“函 跨一◆●●早●●早■‐●申申｡●●申●CD口車■④申ごｳ●のゆ●｡ ●“~●●●●■●●■●●函●●■●e■●。■■｡●■●●q Ce●●●由り●●ｰ－●｡●●ｰ◆●的●函･●●●●“● PG●●函●●●●●■●●■●●唾●●唾●函●函●●函4

● ●

■●…●ー●●函●曲｡●●●●●■●｡●●●･●●“●”●■

● ●

合計 時間 分 時間 分



(別紙様式第6）

養育又は介護の状況申出書

（ 年 月 日提出）

所属

氏名 印

次のとおり勤務時間法第6条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りに係る

養育口要介護者の介護の状況を申し出ます。

口子の

1 申出に係る子又は要介護者

(1)氏名

(職員との同居又は別居の別口同居口別居）

(続柄等： ）

年 月 日生（口出産予定日）(2)子の生年月日

(3)養子縁組の効力が生じた日 年 月 日

2要介護者の状態及び具体的な介護の内容

注1 「1(2)子の生年月日」及び「1(3)養子縁組の効力が生じた日」は，子の養育の状況について申し出る

場合に記入する。なお，申出に係る子が申出の際に出生していない場合には， 「子の生年月日」に出産予定

日を記入し， 「出産予定日」の□にし点を記入する。

子を養育するために申し出る場合， 申出に係る子の氏名， 申出者との続柄等（申出に係る子が勤務時間法

第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者である場合にあっては，その事実）及び生年月日

を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書，母子健康手帳の出生届出済証明書，官公署

が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書,事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件
係属証明書，児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付する（写しでも可） 。

2 「2要介護者の状態及び具体的な介護の内容」は，要介護者の介護の状況について申し出る場合に，職

員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及び介護の内容が明らかになるように，具体的に記入

する。



(別紙様式第7）

養育又は介護の状況変更届

（ 年 月 日提出）

所属

氏名 印

次のとおり勤務時間法第6条第4項の規定に基づく勤務時間の割振りに係る

口子の養育口要介護者の介護 の状況について変更が生じたので届け出

ます。

届出の事由1

届出の事実が発生した日2

年 月 日

｢1 届出の事由」には，養育又は介護の状況の変更についてその内容が明らかになるように，注

具体的に記入する。



(別紙様式第8）

年 月 日

殿

(局課等の長）

勤務時間法8条の規定に基づく週休日の振替等通知書

勤務時間法第8条の規定により，

口下記のとおり週休日を振り替えます。

口下記のとおり4時間の勤務時間の割振り変更をします。

記

1 新たに勤務を命ずる日等

(1) 勤務を命じる日 年 月 日 （ ）

（2） 当該日における勤務時間 時分から時分まで

1

(休憩時間： 時分から時分まで）

（3） 勤務の内容

2 週休日に変更する日等

口週休日に変更する日

年 月 日（）

□ 4時間の勤務時間を割り振ることをやめることとする日

年 月 日 （ ）

その日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間

時分から時分まで



(別紙様式第8の2）

上限時間等の算定に係る通知書

※区分欄について

1号イ人事院規則15-14第16条の2の2第1項第1号イ

1号ロ人事院規則15-14第16条の2の2第1項第1号ロ

2号人事院規則15-14第16条の2の2第1項第2号

※部署変更日欄について

1号ロに該当する職員について,他律的部署から他律的部署以外の部署となった日を記入する。

庁名

異動日

氏名

勤務年 勤務月 区分 部署変更日
超過勤務
時間数

特例超勤
の有無

備考



(別紙様式第9）

超勤代休時間数等確認 票

．

(所属） (氏名） 印

口次のとおり超勤代休時間の指定を希望する。

時間数
+25/100 +15/100 +50/100

上限時間

時 分 時 分 時 分 時 分

指定時間

時 分 時 分 時 分 時 分

口超勤代休時間の指定を希望しない。



(別紙様式第10）

超勤代休時間指定簿

所 属

氏 名

1 超勤代休時間を指定する日， 当該超勤代休時間を指定する日の正規の勤務時間，当該超勤代休時

間を指定する時間帯

・ 超勤代休時間を指定する日

年 月 日

・ 当該超勤代休時間を指定する日の正規の勤務時間

● ～ ● ■ ～ ●

・ 当該超勤代休時間を指定する時間

● ～ ● ～

（ 月分）

□ 4時間

□ 7時間45分

口 時間 分

{撫鬘学鰯}P

※年次休暇の時間
■ ～ （ 時間）

2職員の意向「超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出ないこと」

指定に代えよう

とする超過勤務

の時間数

規則第16条の3第2項

第1号 第2号 第3号

時間 時間 時間

換算率 x25/100 X50/100 X15/100



(別紙様式第11）

代休日指定簿

所 属

氏 名

1 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間

年 月 日

～ ～

･勤務時間数 時間 分

2職員の意向「代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと」

3代休日及び当該代休日の正規の勤務時間

年 月 日●

～～

･勤務時間数 時間 分

本人印



(別紙様式第12）

年

休 暇

（年次休暇用）

簿 （
表
面
）

年次休暇の日数 日(前年からの繰越し日数 日．本年分の日数 日）

※印の欄は職員が記入又は押印する。 「残日数・時間」欄には， 7時間45分(斉一型短時間勤務職員の場合は勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数がある

ときは， これを切り捨てた時間)を1日として算出した残日数・時間数を記入する。 ）

所属 氏名

※

期 間

※

残日数

･時間

※

本人印

※

請求

月日

承認の

可否

決 裁

局課等

の長印

勤務時

間管理

員処理

備 考

月 日時分から

月 日時分まで

日
ーq■一一‐‐‐‐｡q■‐‐q■~q■q■

時

日
■■■■■■■■一一■■一一一ー‐‐ー

や

時
一
分

一一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
一‐‐つ‐ローーーーー■■-■■■■q■

時

日
‐ーI■､ー■■■■■■■■一一■■ー‐ー

●

時
一
分

一一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
一一｡●ー‐‐ーー＝ーーー■■~1■

時

日
ゆ一口4■‐‐＝~一一一■■■■一

一

壁
分
一一口一

月 日

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
ー■■ ■■ー■■ ■■＝■■ー■■ー＝一一一■■

時

日
ロ’■■ロー■■ー■■■■■■＝■■■■■■■■

争

跨
分
一一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日
ローq■■ ■■ーー■■ー■■■■ー■■D ■■ー

一

時
一
分

一一一己

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日
○つ一一一一一■■一一■■■■■■■■

毎

時
一
分

一一一豆

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日
碑一一一一一一一一q■。■‐■‐

・

時
一
分

一一一』

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
ー■■ー■■■■■■一一ーー一一‐一一4■

時

日
ｰ‐ー4■4■ー‐‐‐q■q■‐‐‐

『

時
一
分

一一一

月 日

口承認

口不承認



（
裏
面
）

※

期 間

※

残日数

･時間

※

本人印

※

請求

月日

承認の

可否

決 裁

局課等
の長印

勤務時

間管理

員処理

備 考

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

日

時

分

月 日

口承認

口不承認



(別紙様式第13）

年

体 （
表
面
）

簿暇

(病気休暇用）

－

※印の欄は職員が記入又は押印する｡ 「期間の連続性の有無等」欄には，今回の請求に係る特定病気休暇の期間と前回までの特定病気休暇の期間が連続する場合

（連続するものとされる場合を含む。 ）に該当するかについてその有無を記入し， これらの場合に該当するときには，今回の請求に係る特定病気休暇の日数と前回

までに使用した特定病気休暇の日数を合計した日数(当該療養期間中の週休日等の日数を含み, 1日以外を単位とする特定病気休暇を請求する日又は使用した日に

ついては， これらの日を1日として算出した日数)を記入する。 ）

所属 氏名

※

期 間

※

期間の連続

性の有無等

※

理 由

※

本人印

※

請求月日

証明書

類の有
毎
J､,、

承認の可

否

決 裁

局課等

の長印

勤務時

間管理

員処理

備 考

月 日時分から

月 日時分まで

日
■■一一＝‐一-一‐■■ー■

・

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
ー＝ー■■ー＝■■＝ロ■■ー■■Dー

一

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■■■■＝一一■■■■ーｰー■■■■

・

時
一
分

』一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
‐一一一一一一一■■ｰーq■

・

時
一
分

一室 卓一

口有

(合計日）

、無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
－－－－■■＝-＝-■■■■＝

二

時
一
分

・ロニロロー

口有

(合計日）

口無

月 日

口有

n無

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
＝■■一＝－■■ー‐ー一一‐

つ

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

n無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
ー一ー一一一‐‐一一一‐

・

時
秀
一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認



－

■■■■■■■■■■■■■■

※

期 間

※

期間の連続

性の有無等

※

理 由

※

本人印

※

請求月日

証明書

類の有
毎
J6，、

承認の可

否

決 裁

局課等

の長印

勤務時

間管理

員処理

備 考

月 日時分から

月 日時分まで

日
●‐‐一ー＝－－－■■－＝

・

時
努
一一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
画一一一一一口一一一－1■

ロ

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

、無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
‐ー一一‐一一一■■一一q■

・

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■●‐‐ー－－■■■■■■-q■

・

時
一
分

二一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■■■■■■＝■■一一一‐‐‐■

時
一
分

口有

(合計日）

、無

月 日

口有

□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
‐ロ｡一■■＝－■■■■■■■■q■

・

時
一
分

一ロロ』一一

口有

(合計日）

口無

月 日

口有

□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
‐一q■■ ■■■■■■■■一一一一‐

・

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時・分から

月 日時分まで

日
ロー一■■＝■■■■＝■■■■■■■■

ロ

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
口
■
一
時
一
分

一
一
一
一
一
一

口有

(合計日）

口無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■■■■ーー＝ーーー一一-4■

・

時
一
分

一一一

口有

(合計日）

n無

月 日
有
無
□
□

口承認

口不承認



(別紙様式第14）

年

体 （
表
面
）

簿暇

(特別休暇用）

※印の欄は職員が記入又は押印する。 「残日数・時間」欄には，特定休暇を使用する場合に限り， 7時間45分(斉一型短時間勤務職員の場合は勤務日ごとの勤務時

間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とし, 1分未満の端数があるときは， これを切り捨てた時間)を1日として算出した残日数・時間数を記入

する。 ）

所属 氏名

※

期 間

※

残日数

･時間

※

理 由 人
※
本
印

※請求

(申出）

月 日

承認の可否

決 裁

局課等

の長印

勤務時

間管理

員処理

備 考

月 日時分から

月 日時分まで

日

時

分

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
ー一一一●‐ｰ一一ー一q■

時

分

日
ローー■■＝■■■■一一■■■■■■h＝‐

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
●一一一七一一口■■ー＝■■

ロ

時
努
一一一

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
＝1■、ロ■■■■＝■■一一■■■■ 』■

・

時
一
分

一一一

日
■■ー一一‐ー一一‐‐‐‐‐ー

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■■＝ー‐‐‐‐‐‐一一q■

『

時
一
分

一一一

日
■ー‐一＝＝＝■■一一一一■■＝

二

時
一
分

一 』一一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
‐‐‐－●つ一一一-■■ 1■

■

時
一
分

一一一

日
＝■■■■■■ー■■■■■■ー■■■■＝ー■■

二

時
一
分

一一一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
ローー－－－■■■■ー■■■■■■

時

分

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

『

時
一
分

一一一

日

・

時
一
分

一一一

月 日

口承認

口不承認



｜

一

|』冒罵要 ’｜ 月‘|:票ゞ l l l l l

※

期 間

※

残日数

･時間

※

理 由 人
※
本
印

※請求

(申出）

月 日

承認の可否

決 裁

局課等

の長印

勤務時

間管理

員処理

備 考

月 日時分から

月 日時分まで

日

・

時
一
分

一一一

日

》

時
一
分

一一一。

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
一一一一‐‐‐ロー■■■■1■

■

時
一
分

一一一

日

一

時
一
分

一一一』

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
Ⅱ■。■＝＝一一~一口｡｡■

ロ

時
一
分

一一一

日

一

時
一
分

一一一己

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

ロ

時
一
分

一一一

日

一

時
一
分

室一一 一

四
一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

■

時
一
分

一一一

日

一

時
一
分

一一一。

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■■■■ーー■■一一一‐‐‐4■

・

時
一
分

ロロローー

日
■ーーｰ■■■■■■■■■■■■＝一一一

｝

時
一
分

一一一

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日

■

時
一
分

一一一

日

一

時
一
分

一一一。

月 日

口承認

口不承認

I

月 日時分から

月 日時分まで

日

■

時
一
分

一』一重

日

時

分

月 日

口承認

口不承認

月 日時分から

月 日時分まで

日
■D‐‐‐‐‐‐一一q■■■’■

■

時
一
分

一一一

日
‐■■■■■■一一一一~‐一‐‐‐

一

時
一
分

一一一。

月 日

口承認

口不承認

日
q■‐‐一‐一一一‐‐‐I■

時

日
｡■■■■一一■■‐‐q■一一‐‐。■

時

分 分



(別紙様式第15の1）

休 暇 簿
（介護休暇用）

へ

第
一

面
菅

(※印の欄は職員が記入又は押印する。 ） (日本工業規格A列4）

所属 氏名

※

要介護者に関
する事項

氏名

続柄

同．別居 口同居 口別居

介護が必要となった時期

年 月 日

※要介護者の状態及び具体的な介護の内容

指定期間の申出 ・ 指定

第1回 第2回 第3回

※

申出の期間

※

申出日

※

本人印

局課等

の長の印
期間
※

申出の期間

※

申出日

※

本人印

局課等

の長の印
期間
※

申出の期間

※

申出日

※

本人印

局課等

の長の印
期間

･年月 日から

年月 日まで
月 日
年月 日から

年月 日まで
月 日
年月 日から

年月 日まで
月 日

備考 備考 備考

指定期間の延長・短縮

第1回 第2回 第3回

※延長・短縮

後の末日

※

申出日

※

本人印

局課等

の長の印

延長・短縮

後の期間

※延長・短縮

後の末日

※

申出日

※

本人印

局課等

の長の印

延長・短縮

後の期間

※延長・短縮

後の末日

※

申出日

※

本人印

局課等

の長の印

延長・短縮

後の期間

（ 年月 日から）

年月 日まで
月 日
（年月 日から）

年月 日まで
月 日

（年月 日から）

年月 日まで
月 日

（ 年月 日から）

年月 日まで
月 日

（年月 日から）

年月 日まで
月 日

（年月 日から）

年月 日まで
月 日

備考 備考 備考



へ

第
二

面
一

(※印の欄は職員が記入又は押印する。 ）

介護休暇の請求 ・ 承認

※

請求の期間

年 月 日 時 間 日・時間数

※

請求

年月日

※

本人印 承認の

可否

決 裁

局課等

の長の印

勤務時

間管理

員処理

備 考

口毎日

□その他（ ）

日から｜

日までI

月
月

年
年

時分～時分

時分～時分

日
■1■■I■■'■■I■■1■■ｨ■■'■■I■■■■

時
年月日

口承認

口不承認

年 月

年 月

日から|口毎日
日まで!□その他（ ）

分
分

時
時

一
一
分
分

時
時

日
■ーｰ＝ｰｰ一一＝ー

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から1口毎日
0

年 月 日まで|□その他（ ）

時分～時分

時分～時分

日
■ーｰｰー一一■■ー■■

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から|口毎日
0

年 月 日まで|□その他（ ）
ユ

分
分

時
時

へ
一
分
分

時
時

日
｡－－一ｰー一一一画

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から1口毎日
0

年 月 日まで;□その他（ ）

時分～時分

時分～時分

日
､ーｰｰｰ■■‐■■ｰー

時
年月日

口承認

口不承認

口毎日

□その他（ ）

■

《

日

｛

１

０

０

０

０

６

日から

日まで

月
月

年
年

分
分

時
時

へ
一
分
分

時
時

日
ローーーーーー－－－

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

時分～時分

時分～時分

日
印一一一＝■■■■ー■■■■

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から|口毎日
0

年 月 日まで|□その他（ ）
｡

時分～時分

時分～時分

日
■■■ー■■■■‐ーー■■ー

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から|口毎日
0

年 月 日までi□その他（ ）

時分～時分

時分～時分

日
由1■■一一一■■－－－－

時
年月日

口承認

口不承認

日からi口毎
まで|□そ□その他（ ）

日
日

月
月

年
年

分
分

時
時

一
一
分
分

時
時

日
■■■■■ー■■ーｰ■■一一

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から1口毎日
年 月 日まで|□その他（ ）

時分～時分

時分～時分

日
●ｰー‐ｰ‐ーーー■

時
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日．

□その他（ ）

分
分

時
時

一
一
分
分

時
時

日
■1■■1■■4■■ー1■■ーー1■■ｨ■■

時
年月日

口承認

口不承認



へ

第
一

一

一

而
一

(※印の欄は職員が記入又は押印する。 ）

介護休暇の取消し等

※

休暇の取消し等の期間

年 月 日 時 間 日・時間数

※

本人印

決 裁

局課等

の長の印

勤務時

間管理

員処理
備 考

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

時分～時分

日
画一■■ー■■■■ーー一口

時

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

時分～時分

日
＝■■ー‐ー‐ー一一■

時

年 月 日から｜ 時分～時分

年 月 日まで｜ 時分～時分

日
■■4■■ｰI■■■■ｲ■■1■■I■■■■｡■

時

時分

時分

一
へ

時分

時分

日から1

日までI

月
月

年
年

日
■■1■■ｰ4■■■■1■■I■■＝－1■

時

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

時分～時分

・ 日
ーーーー一一一ー一口

時

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

時分～時一分

日
■■ー■■■ーーｰ■■‐■

時

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

・ 時分～時分

日
■■'■■I■■I■■ｨ■■■■4■■ーー1■

時

年 月 日から

年 月 日まで

分
分

時
時

一
一
、

分
分

時
時

日
■■■■＝ーｰーー一一口

時

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

時分～時分

日
＝■■4■■1■■一一■■1■■1■■I■

時

年 月 日から

年 月 日まで

分
分

時
時

へ
一
分
分

時
時

日
■■■■ｲ■■1■■I■■I■■■■ー1■■■

時

年 月 日から

年 月 日まで

時分～時分

時分～時分

日
ー■■ｨ■■I■■1■■■■4■■1■■ーd■

時

年 月 日から｜ 時分～時分

年 月 日まで｜ 時分～時分

日
■■1■■I■■ー1■■'■■一一ー●

時



(別紙様式第15の2）

（
第
一
面
）

’

(※印の欄は職員が記入又は押印する。 ） (日本工業規格A列4）

所属 氏名

※

要介護者に関
する事項

氏名

続柄

同。別居 口同居 口別居

介護が必要となった時期

年 月 日

連続する3年の期間

年 月 日から 年 月 日まで

※

要介護者の状態
及び具体的な介
護の内容

※

請求の期間

年 月 日 時 間

※

請求

年月日

※

本人印 承認の

可否

決 裁

局課等

の長の印

勤務時

間管理

員処理

備 考

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月

年 月

日からi口毎日
日まで!□その他 （ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から|口毎日
0

年 月 日まで|□その他（ ）
■

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から|口毎日 ｜ 午前 時分～時分
0

年 月 日まで!□その他（ ）
０
１
■
８
由
■
■
午後 時分～時分

年月日
口承認

口不承認

日口毎

□その他（ ）

日から！
0

日までI

月
月

年
年

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認



へ

第

面
一

A〃I’

※

請求の期間

年 月 日 時 間

※

請求

年月日

※

本人印 承認の

可否

決 裁

局課等

の長の印

勤務時

間管理

員処理

備 考

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

時分

時分

一
一

時分

時分

午前

午後

■
Ｕ
●
■
■
８
．
８
・
日
凸
０
凸
■
■

口毎日

）□その他（
年月日

口承認

口不承認

口毎日

□その他（ ）

Ｕ
』
Ｕ
一
０
ユ
０
二
０
－
０
１
８
６

日から

日まで

月
月

年
年

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

時分

時分

ヘ
ヘ

時分

時分

午前

午後

Ｕ
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
凸
■
■
守
凸
■

口毎日

）□その他（

日から1
0

日までI

月
月

年
年 年月日

口承認

口不承認

年 月 日から|口毎日
0

年 月 日まで|□その他（ ）
凸

｜ 午前 時分～時分
０
１
０
’
一
午後 時分～時分

年月日
口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

時分

時分

一
一

時分

時分

午前

午後

■
■
■
■
凸
■
●
Ｕ
由
■
■
Ｕ
凸
■
■

口毎日

）□その他（
年月日

口承認

口不承認

時分

時分

一
へ

時分

時分

午前

午後

Ｉ
ａ
Ｕ
Ｄ
■
凸
８
０
１
１
日

口毎日

）□その他（

日からi
0

日まで！
月
月

年
年 年月日

口承認

口不承認

年
年

月
月

日から！
0

日までI

口毎日

□その他（ ）

■
■
日
由
■
■
■
血
■
■
■

０
０

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 一日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

口毎日

□その他（ ）

日から’
0

日まで｜
■

月
月

年
年

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

口毎日

□その他（ ）

日から1
日まで！

月
月

年
年

午前 時分～時分

午後 時分～時分
年月日

口承認

口不承認

年 月 日から

年 月 日まで

時分

時分

一
へ

時分

時分

午前

午後

■
■
■
白
日
■
■
●
■
由
■
●
Ｕ
血
■

口毎日

）□その他（
年月日

口承認

口不承認



（
第
三
面
）

(※印の欄は職員が記入又は押印する。 ）

※

休暇の取消し等の期間

年 月 日 → 時 間

※

本人印

決 裁

局課等

の長の印

勤務時

間管理

員処理

備 考

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分

年 月 日から

年 月 日まで

午前 時分～時分

午後 時分～時分



(別紙様式第16）

年 月 日

人間ドック受診のための職務専念義務免除請求書（撤回申出書）

(局課等の長） 殿

所属

氏名 印

口下記のとおり人間ドックを受診するため勤務しないことを承認してください。

口人間ドックを受診するため勤務しないことを承認されましたが，下記の受診年

月日等について請求を撤回します。

記

年 月 日

時 分から午後 時 分まで．

受診年月日等

午前

医療機関名及び所在地

1

2

3 その他参考となる事項

(注） 「3 その他参考となる事項」には，受診後に出勤する予定の有無等，参考となる事項
9

を記載する。



(別紙様式第17）

通勤緩・和承認簿（人事院規則10－7関係）

年

※は謂求者本人が記載する。

※

所属
※

氏名
※

分娩予定日

年 月 日

※

産前休暇開始

年 月 日
※

通勤に利用する交通機関等
口通勤届記載のとおり

ロ

※

申謂等

※

期 間

※

時間数

※

申謂月日

※

本人印 証明書等

決 裁 勤務時

間管理
員処理

愉考

口申請

口変更
① ● ｡ ● ｡ ■ ● 甸 申 ● ■ ●

口撤回

日
日

“
月
～
月

勤務の始め

勤務の終わり
分
分

月 日

口診断書

口母子手媛

□

口申請

口変更
ゆ ･ ｡ ● ■ 白 凸 b

口撤回

月 日

1

月 日

勤務の始め

勤務の終わり
分
分

月 日

口診断書

口母子手帳

□

口申請

口変更
● や - ℃ ● ● ④ ●

口撤回

月 日

＄

月 日

勤務の始め

勤務の終わり
分
分

月 日

口診断書

口母子手摂

□

口申謂

口変更
■ ﾛ F ● b ■ 一 ◆ ● b e

口撤回

月 日

1

月 日

勤務の始め

勤務の終わり
分
分

月 日

ロ診断書

口母子手帳

□



侶U紙様式第18）

妊産婦健康診査等承認簿

1※は請求者本人が記載する。

2健康診査等は，妊娠満23週までは4週間に1回，満24週から35週までは2週間に1回，満36週から出産までは1週間に1回，産後1年まで1回，それぞれ必要と認められる

時間について職務専念義務の免陶認められる（醗而等による特別の指示があった場合には, bFjWTの期間においても指示された回鋤認められる。

所属

※

氏名

※ 分娩年月日

（予定日）

※

健康診査,保健指導の受診機関名及ひ斬在地
※

※

目的

※

期間

※

妊娠月数

(週朔

※
洲

※請求

(申出）

月 日

勤務時間管理員確認柵

職月日 確認印

特記事項 認否欄
辮
剛
局
の

》
》
細

□
□
□

月 日 時分から

月 日 時分まで

一

時
一
分

一

月

（ 週）

月 日 月 日

口母子手帳

□ その他

（ ）

口認

口否

》
》
棚

□
□
□

月 日 時分から

月 日 時分まで

一

時
一
分

一

月

（ 週）

月 日 月 日

□
□
母子尹脹

その他

（ ）

口認

口否

》
》
細

□
□
□

月 日 時分から

月 日 時分まで

つ

時
一
分

一

月

（ 週）

月 日 月 日

口母子尹帳

□ その他

（ ）

口認

口否

》
》
棚

□
□
□

月 日 時分から

月 日 時分まで

一

時
一
分

一

月

（ 週）

月 日 月 日

□
□
母子尹帳

その他

（ ）

口認

口否

》
》
棚

□
□
□

月 日 時分から

月 日 時分まで

一

時
一
分

一

月

（ 週）

月 日 月 日

□
□
母子尹帳

その他

（ ）

口認

口否



(別紙様式第19）

休息等時間管理簿

年

(注）

該当する□にし印を付する。

『

所属 氏名

月 日 時間 事由 本人印 承認の可否

局課等の

長印

月 日
時 分から

時 分まで

口休息

口補食
一一q■やー‐‐~q■＝■■ ■■■■一一ロー□

口撤回

口承認

口不承認

月 日
時 分から

時 分まで

口休息

口補食
ー■■‐■■ー■■ー■■ー‐d■一一一一一一■

口撤回

口承認

口不承認

月 日
時 分から

時 分まで

口休息

口補食
ー‐~‐ー一一q■‐ローーーーーー＝■

口撤回

口承認

口不承認

月 日
時 分から

時 分まで

口休息

口補食
‐ー■■ー＝ー■■ー‐‐｡‐ー＝■■一一■

口撤回

口承認

口不承認

月 日
時 分から

時 分まで

口休息

口補食
■■■■ー一一‐＝ー■■一一一一一‐‐‐■

口撤回

口承認

口不承認



(別紙様式第20）

育児休業承認請求書

U

’

※任命権者記入欄

(任命権者） 請求年月 日 年 月 日

殿 請求者所 属

下記のとおり
育児休業の承認

育児休業の期間の延長
を請求します。

官 職

ー一一ー－－ーq■■4■■一一一q■■ーq■■一一一■■■－q■■一一一ーーーーーーー－9■■q■■

ー一一一一一一一■■■ーー■■■■■■■■■一一一ー■■■ーーーーー■■■一一一■■■－■■■■■■一一

氏 名 印
b I■■■一一一一■■■ー■■■■■■ーーーー■■■■■■ー1■■■ーーー一一ーー一一一一一ー■I■■ーーー

氏 名

続柄等

生年月 日 年 月 日生

口育児休業の承認 口育児休業の期間の延長

口再度の育児休業の承認 口再度の育児休業の期間の延長

(再度の育児休業，再度の育児休業の期間の延長，非常勤職員の1歳6か月までの子の

育児休業又は非常勤職員の2歳までの子の育児休業が必要な事情を記入）

3請求期間 年 月 日から 年 月 日まで

4既に育児休業

をした期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

氏 名

育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで

6備 考

受理年月日 年 月 日 口承認 口不承認

決裁年月日

決裁欄

年 月 日

官職

氏名

Ⅱ■■■■■■一ーーーー■■■ー■■■ーー■ﾛ■■－■■■■■■一一一一■■■■■■■､ーー■■■■■■■■■ー■■■ー

印
■■■■■■■■■■■■ー一一一一一一■■■ー■■■一一一■■■一一■■■■ーー一一一一■■■■■■■■■■



(育児休業承認請求書の裏面）

記入上の注意

l この請求書(非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延長に係るものを除

く。 ）には，請求に係る子の氏名，請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行す

る出生(産)証明書，母子健康手帳の出生届出済証明書，官公署が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届

受理証明書，事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書，児童相談所長が発行する委託措

置決定通知書又は証明書等)を添付すること(写しでも可)。

2 「2請求の内容」欄の「1歳6か月までの子の育児休業」 とは，人事院規則19－0(職員の育児休業

等)(以下「規則」 という。 ）第3条の3第3号に掲げる場合に該当してする育児休業をいい， 「2歳までの

子の育児休業」 とは，規則第3条の4の規定に該当してする育児休業をいう （5において同じ。 ） 。

3子の出生前に請求する場合は， 「3請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし， 「1 請求に係る子」

欄の記入及び証明書類の添付は，出生後，速やかに行うこと。

4非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業をしようとする場合は，所属，官職氏名， 「3請求

期間」欄及び「4既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。

5 「5配偶者」欄は，非常勤職員が1歳2か月までの子の育児休業（規則第3条の3第2号に掲げる場合

に該当してする育児休業をいう。 ） ， 1歳6か月までの子の育児休業又は2歳までの子の育児休業をしよう

とする場合に記入すること。

6 「6備考」欄には， （ア)請求に係る子以外に3歳に満たない子を養育する場合(当該請求に係る子の出

生の日から57日間に，職員(当該期間内に産後休暇(人事院規則15－14(職員の勤務時間，休日及び休

暇)第22条第1項第7号又は人事院規則15－15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第2項第2号

に掲げる場合における休暇をいう。 ）により勤務しなかった職員を除く。 ）が当該請求に係る子について最初

の育児休業をする場合を除く。 ），その氏名，請求者との続柄等及び生年月日， （イ)請求に係る子が養子の

場合においては，養子縁組の効力が生じた日， （ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受

けている場合においては，その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について

記入すること。

7該当する□にはし印を記入すること。



(別紙様式第21）

自己啓発等休業承認請求書

(注)1 この請求書には，次の内容が確認できる書類を添付すること。

(1)大学等における修学又は国際貢献活動の内容及び期間

(2) (1)の内容に関する照会先

2 「修学の期間」欄には，大学等の課程に在学して履修しようとする期間を記入する。

3 「活動組織」欄には， 「青年海外協力隊」 ， 「シニア海外ボランティア」 ， ． ｢国連ボランティ

ア」等を記入する。

4 「国内訓練」欄には，例えば，独立行政法人国際協力機構が行う派遣前訓練等の準備行為に参

加する期間を記入する。

5 「5備考」欄には，以前に自己啓発等休業をしている場合における当該自己啓発等休業の内

容(大学等における修学又は国際貢献活動の別，休業期間)， 自己啓発等休業の期間を延長する場

合における当該自己啓発等休業の期間の延長を請求する理由その他任命権者が承認の可否を判

断するに当たって必要と思われる事項を記入する。

6該当する□にはし印を記入すること。

※任命権者記入欄

(任命権者） 請求年月日 年 月 日

殿 請求者所属

下記のとおり
自己啓発等休業

期間の延長

官職 ①

●｡｡●q■●■｡●酉｡■申■‐一一一一口‐一や‐■ロー‐隼◆●●●｡●●●｡●●■

を請求します。 氏名 印
■｡‐｡｡｡■■‐■■ロ■』■1■1■1■1■q■1■1■q■q■1■q■1■q■。■I■‐‐‐●争●●●●●●●

1 請求の区分 口自己啓発等休業(2及び3に記入）

口期間の延長(2及び4に記入）

2 自己啓発等

休業の内容

修
学
大
学
等
に
お
け
る

国
際
貢
献
活
動

大学等の名称

(所在地）

課程(修業年限）

修学の期間

活動組織

活動国・地域

活
動
期
間

国内訓練

活動国滞在

〆

～ ）
（ ）

年 月 日から 年 月 日まで

活動分野

年月 日から 年月 日まで

年月 日から 年月 日まで

3請求期間 年 月 日から 年 月 日まで

4延長の期間

既に自己啓発

等休業をして
いる期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

5備 考

受理年月日 年 月 日 口承認 口不承認

決裁年月日

決 裁 欄

年 月 日

、■ー■、 ■■ーー■■ー一一‐.

官職
｡■■－－1■ロロ■ゆ■牢｡●ー■■■■●●‐■●凸1■ロ｡●つつ●｡‐｡●ロ1■q■－1■

氏名 印
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●‐●●・毎●‐●●●●‐●4●合口●e



(別紙様式第22）

配偶者同行休業請求書

(注)1 この請求書には,配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類を添付すること。

2期間の再度の延長を請求する場合には， 「2請求に係る配偶者」欄の「外国滞在事由」欄の最上欄の括弧内
に， 当該延長が必要な事情を記入すること。
3 「3職員及び配偶者の外国滞在中の住所(居所)」欄は，請求時点で未定の場合には「未定」と記入し，請求

期間の初日の前日までに外国滞在中の住所(居所)を定め，届け出ること。
4 「6備考」欄には，以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行休業の内容(配偶者の外
国滞在事由，休業期間)，配偶者同行休業の期間を初めて延長する場合における当該配偶者同行休業の期間の延
長を請求する理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を記入する。

5該当する□にはし印を記入すること。

※任命権者記入欄

人規26-0第7条の2の規定による最高裁判所の認定 認定日 年 月 日口不認定 口不要

(任命権者） 請求年月 日 年 月 日
殿 請求者所 属

ーー‐一つ●一●●ー‐ー一ー＝■■■■■■ー‐‐‐●七一一＝ーーー■■ー■■■■■■ ■■ー■■一‐つ‐･一つ一－一＝■■一一ー‐■■■■＝＝ ーq■■■画■■■■＝■■－－■■■■■■ー‐つq■●‐一一一■■一一つ‐一つ‐一旬｡＝つ一

下記のとおり
配偶者同行休業

期間の延長

官 職

を請求します。 氏 名 印

1 請 求 の 区 分 口配偶者同行休業(2， 3及び4に記入）

口期間の延長(2， 3及び5に記入） （口再度の延長）

２
請
求
に
係
る
配
偶
者

氏 名

職 業

請求時の所属先の名称
(所在地）

外国滞在事 由

外国滞在中の所属先の名称
(所在地）

外国滞在事由の継続する期間

〔 〕

〔 〕

〔 〕

年 月 日から 年 月 日まで

3職員及び配偶者の

外国滞在中の住所（居所）

4請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

5延 長 の 期 間

既に配偶者同行休業

を している期間

年 月 日から 年 月 日まで

（
年 月 日から 年 月 日まで

うち，期間の再度の延長の場合における

当初の配偶者同行休業の期間 年 月 日まで

、

三

6備 考

受理年月日 年 月 日 口承認 口不承認

決裁年月日

決裁欄

年 月 日

■ー■■一一ーー■■ー■■■■ー■ ■一一一‐÷●ー■■■■ー■■■

官職
。ー参一‐争‐‐一一一一一■■■■一一■■ ■■ q■■■■■■■■■■■■■■■■■ー一一一一‐‐‐■p‐‐●‐‐‐ー■■‐一一一■■一一■■■■ー‐

氏名 印
●つ一q■ロロー‐‐｡一一●－一一一◇今一つ‐‐｡●‐●○つ●一一■■ー一■■ーー‐ー■一■■ー■■ q■ー■■■■■■－－－‐＝■■



(別紙様式第23）

養育状況変更届

(局課等の長）

年 月 日届出

_______-----.----殿

一
一
印
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

属
職
名

所
官
氏

口育児休業

口育児短時間勤務に係る子の養育の状況について変更が生じたので

口育児時間

次のとおり

届け出ます。

口育児休業等に係る子を養育しなくなった。

口負傷・疾病 口託児できるようになった。

）

口同居しなくなった。

□その他（

口育児休業等に係る子が死亡した。

口育児休業等に係る子と離縁した。

口育児休業等に係る子との養子縁組が取り消された。

口育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。

口育児休業等に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係

る家事審判事件が終了した。

口育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第
､

3号の規定による措置が解除された。

□その他（ ）

発生日

年 月 日

(注)該当する□にはし印を記入すること。



(別紙様式第24）

育児休業等計画書

(注)1 育児休業等計画書は，育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届

出の場合は，記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出するものとする。

2 「請求期間」欄には，育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期

間を記入する。

3子の出生前に提出する場合は， 「2請求に係る子」欄の記入は，出生後，速やかに行うこ

、 と。

4変更の届出の場合は， 1から3までの記載事項のうち変更する箇所のみ記入する。

5該当する□にはし印を記入すること。

8

(任命権者） 提出年月日 年 月 日

____----------.._...___-.-.--------.--.---.殿 所 属

官 職

氏 名

一一■■■一一一一■■■一一一一一一■■■一一一■■■■■■ー■■■一一一ーー

■■■■■■一一ー■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■一一ーーｰ一一一ーーー■■■－－－

印
q■■4■■ーーー－4■■ーー4■■ーq■■ーq■■ーq■■ー。■■一q■■一一一一ーーー

人事院規則19－0(職員の育児休業等)第4条第5号又は第18条第6号の規定に基づき，再
度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので，育児休業等の計画について
下記のとおり提出します。

なお，下記の記載事項に変更が生じた場合は，遅滞なく届け出ます。

1 請求の別 口育児休業 口育児短時間勤務

2請求に係る子

子 の 氏 名 生年月日 年 月 日生

3請求者の計画

請 求 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

再度の請求予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

4備 考



(別紙様式第25）

育児短時間勤務承認請求書

の内落

(注)1 この請求書(育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。 ）には，請求に係る子の氏名，請求者との続柄等及び生年月

日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書，母子健康手帳の出生届出済証明書，官公署が発行する出生

届受理証明書又は養子縁組届受理証明書，事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書，児童相談所長が発

行する委託措置決定通知書又は証明書等)を添付すること(写しでも可)。

2子の出生前に請求する場合は， 「3請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし， 「1 請求に係る子」欄の記入及び証

明書類の添付は，出生後，速やかに行うこと。

3 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難い場合には， 「6備考」欄に

必要な事項を記入すること。

4 「6備考」欄には， （ア)請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合，その氏名，請求者との続柄等及び生年

月日， （イ)請求に係る子が養子の場合においては，養子縁組の効力が生じた日， （ウ)請求に係る子以外の子について現に育

児短時間勤務の承認を受けている場合においては，その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等

について記入すること。

5該当する□にはし印を記入すること。

※任命権者記入欄

(任命権者） 請求年月 日 年 月 日

殿 請求者所 属

下記のとおり
育児短時間勤務の承認

育児短時間勤務の期間の延長
を請求します。

一ー一一一一ーーー■■■一q■■ー一一ーーーー一一一一一一一一一一

官 職
一一一一q■■ーーーーーq■■ーーーー■■■一－一一一一q■■ー一一一一一

氏 名 印
ー－－1■■■■■■一一一一一一ー一一一■■■ I■■■ー■■■一一Ⅱ■■■一■■■ q■■■一一一一

1請求に係る子

氏 名

続柄等

生年月 日 年 月 日生

口育児短時間勤務の承認 口育児短時間勤務の期間の延長

口再度の育児短時間勤務の承認(再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入）

年 月 日から 年 月 日まで

4勤務の形態

勤務の日

及び

時間帯

週 時間 分勤務

(育児休業法第12条第1項
口第1号口第2号口第3号
口第4号口第5号

の勤務の形態）

ｊ
ｊ

●
●
●
●

一
へ

Ｇ
Ｏ
Ｂ
Ｇ

く
く
火
木

ｊ
ｊ

●
。
●
心

へ
一

参
●
●
●

く
ｌ
月
水

金（ ： ～ ： ）

5既に育児

短時間勤務

をした期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

6
↓
備 考

受理年月日 年 月 日 口承認 口不承認

決裁年月日

決裁欄

年 月 日

‐つつ今■h一一ー■■ー‐q

官職

氏名

1■■■ 1■■■ 1■■■ Ⅱ■■■ 1■■■ーーーーー－1■■■ I■■■ 1■■■－－－ーーⅡ■■■ 1■■■ 1■■■ 1■■■ 1■■■ 1■■■一一一一ーー－q■■■.

●

－1■■■ q■■■ 1■■■ 1■■■ I■■■ーーー■■■■－1■■■1■■■ 4■■■4■■■

印
一一一ーー－－－－－ー一一q■■■ーー－－口



(別紙様式第26）

年 月 日

殿

(局課等の長）

育児短時間勤務を承認された職員の勤務時間等につ

いて（通知）

下記のとおり勤務時間等を割り振ります。

、 記

勤務時間の割振りの根拠

育児休業法第12条第1項

口第1号口第2号口第3号口第4号口第5号

1

割り振られた勤務時間等

□ 1日につき 時 分から 時 分まで

（休憩時間 時 分から 時 分まで）

口土曜日及び日曜日以外の週休日 曜日及び曜日

口 曜日及び曜日は 時 分から 時 分まで

（休憩時間 時 分から 時 分まで）

曜日は 時 分から 時 分まで

（休憩時間 時 分から 時 分まで）

□

2



(別紙様式第27）

育児時間承認請求書1

(注)1 この請求書には，請求に係る子の氏名，請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類(医師又は助産

師が発行する出生(産)証明書，母子健康手帳の出生届出済証明書，官公署が発行する出生届受理証明書又

は養子縁組届受理証明書，事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書，児童相談所長が

発行する委託措置決定通知書又は証明書等)を添付すること(写しでも可)。

2育児時間の承認が，職員からの請求に基づき取り消された場合は，その旨を裏面に記入すること。

3該当する□にはし印を記入すること。

※局課等の長記入欄

(局課等の長） 請求年月日 年 月 日

殿 請求者所 属一一一■■■一一一■■■』■■■ーー一一■■■一■■■ーー■■■ロー■■■一一ーーーーー■■■－－

下記のとおり育児時間の承認を請求します。 ・ 官 職

氏 名
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印
ーーー－－－－1■■■ーI■■■ I■■■－1■■■ Ⅱ■■■ 1■■■ Ⅱ■■■ 4■■■ 4■■■ 4■■■ q■■■ I■■■ I■■■ I■■■一一一一一一一一一一

氏 名

続柄 等

生年月 日 年 月 日生

2請求期間

及び時間

期 間

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

年 月 日から

年 月 日まで

口毎日

□その他（ ）

時 間

午前 時 分～ 時 分

午後 時 分～ 時 分

午前 時 分～ 時 分

午後 時 分～ 時 分

3備 考

受理年月 日 年 月 日 口承認 口不承認

決裁年月 日

決 裁 欄

年 月 日

■■■■■■ ■■■■一一一つ‐‐q

官職

氏名

一一一一一一一■■■一一一一■■■■■■－－－－ーーーーq■■■ーーー■■■ー■■■ 4■■■ー

印
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(育児時間承認請求書の裏面）
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

日付 育児時間の承認を取り消された時間

午 前 午 後

時間数 請求者印 局課等の

長印

勤務時間

管理員処理

備 考

時 分から
時 分まで

時 分から

時 分まで
時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から

時 分まで
時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間

分

時 分から
時 ．分まで

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間

分

時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時 分から

時 分まで
時 分から
時 分まで

時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から

時 分まで
時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から

時 分まで
時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間

分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時 分から
時 分まで

時 分から
時 分まで

時間
分

時 分から

時 分まで
時 分から
時 分まで

時間
分



(別紙様式第28）

口早出遅出勤務請求書

口深夜勤務制限請求書

口超過勤務制限請求書

(局課等の長） 請求年月日 年 月 日

一■●●｡｡●●●●。l■｡‐｡■ー阜早●ゆり●●●今●■■1■1■｡■口一一一■－－口一●｡●争・

次のとおり 〔
口養育

口介護 ）

殿

のため ［
口早出遅出勤務

口深夜勤務の制限

口超過勤務の制限

(人事院規則10－1 1

口第9条口第10条）

を請求します。

請求者 駈…属….……........…………...…..…．

氏…猶_……..._.………..…...………邸

1請求に係る子

又は要介護者 氏 名

子の生年月日

養子縁組の効

力が生じた日

』■◆●●●■I■1■－口q■｡q■－4■4■4■‐1■q■1■ー■1■1■。■ーq■--1■争一｡ーI■ー◇一●●争｡●｡◆●●｡

(続柄等： ）

年 月 日生(口出産予定日）

年 月 日

2職員の配偶者で

当該子の親であ

る者の有無及び

状況

口有

〆

、

口深夜において就業している

口負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害に
より養育が困難である
口産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては， 14週
間)又は産後8週間以内である

、

ジ

n無

3要介護者の状態

及び具体的な介

護の内容 。

4請求に係る期間 早出遅出
勤務

深夜勤務

の制限

超過勤務

の制限

年月 日から

年月 日まで

口毎日

口毎週 曜日

□その他（ ）

年月 日から

□ 1年口 月（12月に満たないものに限る。 ）

5請求に係る早出

遅出勤務の始業
及び終業の時刻

並びに当該時刻
とする理由

時分始業

時分終業

【理由】



(注）

1について

① 「続柄等」欄には，請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る子が
人事院規則10－1 1第3条に規定する特別養子縁組の成立前の監護対象者等に該当
する場合にあっては，その事実。 ）を記入する。
② 「子の生年月日」欄及び「養子縁組の効力が生じた日」欄は，子を養育するために請
求する場合において記入する。なお，請求に係る子が請求の際に出生していない場合に
は， 「子の生年月日」欄に出産予定日を記入し， 「出産予定日」の□にし印を記入する。
2について

①この欄は，子を養育するために深夜勤務の制限を請求する場合において記入する。
② 「深夜において就業している」とは，深夜における就業日数が1月に3日を超えるこ
とをいう。

3について

この欄は，要介護者を介護するために請求する場合において記入する。
4について

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために早出遅出勤務又は深夜勤務の制
限を請求する場合には,当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日以
前の日を早出遅出勤務終了日又は深夜勤務制限終了日として請求する。
5について

この欄の始業及び終業の時刻は,あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終
業の時刻のうち，請求するものを記入する。

(日本工業規格A列4）



(別紙様式第29）

年 月 日

殿

(局課等の長）

早出遅出勤務期間中の勤務時間の変更割振りについて（通

知）

年 月 日付け早出遅出勤務請求書で請求のあった件について，下

記1のとおり公務の運営に支障が生じることが明らかとなったので，下記2のとお

り勤務時間の割振りを変更します。

記

1 公務の運営に支障が生じる日 （又は期間）等

(1)公務の運営に支障が生じる日 （又は期間）

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

（2） 公務の運営に支障が生じる事由

2公務の運営に支障が生じる日 （又は期間）における勤務時間の割振り

（1） 勤務時間

時 分から 時 分まで

（2） 休憩時間

時 分から 時 分まで



(別紙様式第30）

年 月 日

(局課等の長） 殿

所属

氏名 印

撤 回 届

年 月 日 （から承認された 年 月 日まで）の

口早出

口深夜

口超過

遅
勤
勤

出勤

務制

務制

務
限
限
について請求を撤回します。

なお，早出遅出勤務の請求を撤回後の出勤班の区分は， □1班

□4班を指定されるよう希望します。

□2班□3班



(別紙様式第31）

育児又は介護の状況変更届

1

(局課等の長） 年 月 日届出

..…….……..…….…_…………_.___…._.殿
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駈
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[； ゞ係‘ 介護州…‐

早出遅出勤務

深夜勤務の制限

超過勤務の制限

次のとおり

変更が生じたので届け出ます。

1 届出の事由

(1)養育の状況の変更

口子が死亡した

口職員の子でなくなった

（ 口離縁 口養子縁組の取消し 口家事審判事件の終了

口児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置の解除）

口子と同居しなくなった

口職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育で

きる者に該当することとなった

口上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった

（理由： ）

（2） 介護の状況の変更

口要介護者が死亡した

口要介護者と職員との親族関係が消滅した

（消滅の理由： ）

2届出の事実が発生した日

年 月 日



(別紙様式第32）

年 月 日

(局課等の長） 殿

【作成者】所

官

氏

属
職
名 印

勤務時間等変更申出書

口下記1の職員は，下記2のとおり業務の都合により早出遅出勤務をさせる必要

があるので，下記3のとおり勤務時間等を割り振ってください。

口下記1の職員は，他律的な業務により，下記2の日に午後10時以降にまで及

び超過勤務を命じられ，早出遅出勤務の申出をしたので，下記3のとおり勤務時

間等を割り振ってください。

口下記1の職員は，一定期間連続して通常より早い（遅い）時刻から勤務させる

ことが必要である他律的な業務につくことが見込まれ，早出遅出勤務の申出をし

たので，下記3のとおり勤務時間等を割り振ってください。

記

1 対象職員

氏名

2業務の都合又は超過勤務の状況

口業務の都合

○○○○の業務のため

口超過勤務を命じられた日等

年 月 日 （ ）

○○○○の業務のため

3勤務時間等

（1） 割振りをする日 （又は期間）

年 月 日 （ ）から 年 月 日 （ ）まで

（2） 割振り区分等

ア早出（遅出） 班

イ勤務時間 時 分から 時 分まで

（休憩時間 時 分から 時 分まで）



(別紙様式第33）

年 月 日

書届 出

(局課等の長） 殿

届出者氏名 印

裁判所職員臨時措置法により準用される国家公務員法第108条の5の規定

による交渉に出席するため，本書面を提出いたします。

記

1 職員団体の名称

2職員団体における役職

3 交渉相手である当局及び交渉場所

離席の日時

年

年

4

日 午前・午後

日 午前・午後
時
時
Ｉ

分から

分までの間

時間 分）

月
月

上記4のうち交渉に係る日時

年 月 日 午前・午後

年 月 日 午前・午後

5

時
時
１

分から

分までの間

時間 分）

結果確認欄 印

離席時間

口申請時間どおり

口 時 分～

交渉時間

口申請時間どおり

口 時 分～

時 分

時 分



記入要領

1 「離席の日時」

「離席の日時」は，交渉に参加するために職務専念義務が免除される範囲内

の時間であって，実際に離席を予定している時間を記入する。

2 「結果確認欄」

該当箇所の口印をチェックする。

「離席時間」には，局課等の管理職員が現認した時刻を， 「交渉時間」に

は，人事局職員管理官室から交渉が行われた時間として連絡を受けた時刻をそれ

ぞれ記入する。


